
 

 

 

 

 

 

（仮称）おおたかの森児童センター整備 

基 本 方 針  
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１ 基本方針について 

流山市（以下、「本市」という。）は、おおたかの森西二丁目地先に児童センターの整備を計画してい

ます。基本方針は、施設に導入する機能や整備手法などの基本的な考え・方向性等を整理したものです。 

 

 

２ 施設の基本的な考え方等について 

  当該施設を整備する基本的な考え方や施設で実現したい役割（活動内容）について説明します。 

 

（１） 基本的な考え方 

児童センターは、１８歳未満のすべての子どもを対象とし、児童福祉法第４０条の児童厚生

施設に位置付けられます。 

市内における児童館・児童センターは、福祉会館との複合施設を含め７施設です。 

流山おおたかの森駅を中心とした地域では、小山小学校の敷地内にある十太夫児童センター

の利用をいただくだけでなく、おおたかの森センターを利用した移動児童館により、子どもの

遊びの場所の提供に努めてまいりました。 

しかしながら、近年の同地域における３０代から４０代の共働き子育て世代と年少人口の増

大により、十太夫児童センターの利用者が急増しており、新たな児童センターの設置が求めら

れています。 

加えて、子育てを支える環境として、子育て親子の交流、一時預かり保育、妊娠期からのサ

ポート事業、地域との交流や子育てサークル等団体活動の場の提供などを求める声も多くいた

だいているところです。 

今般の児童センター整備にあたっては、上記の課題解決として、子どもがのびのびと過ごせ

る環境を整えるための子どもの遊びの場の整備、そして、子育て家庭を取り巻くサポート環境

の一層の充実を図り、子どもの健やかな成長と子育てにおける妊娠期からの切れ目のない環境

の整備を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当該パブリックコメント及びその他市民参加手続き等により、今後内容に変更が生じる可能性があります。 

１ 

幼児 ６，２８０ 

小学生 ５，７２２ 

保護者等 ６，３２２ 

計 １８，３２４ 

H２５ 

H３０ 

９，６９７ 幼児 

６，８５５ 小学生 

９，２６１ 保護者等 

計 ２５，８１３ 

十太夫児童センター利用者の推移 

 増加率 ５４．４％ 

 増加率 １９．８％ 

 増加率 ４６．５％ 

平成 25年に比べて

４０．９％増加 

単位：人 単位：人 

中部地区人口の推移(0‐11歳抜粋)

０－５歳  ２，７９０ 

6－11 歳  １，９４５ 

H２５ 

４，３８７ ０－５歳 

３，１３３ ６－11 歳 

H３０ 

計  ４，７３５ 計  ７，５２０ 

 増加率 ５７．２％ 

 増加率 ６１．１％ 

平成 25年に比べて

５８．８％増加 



 

 

（２） 当該施設の役割（活動内容） 

今回計画する児童センターにおける主な役割（活動内容）としては、遊びによる子どもの

育成や子育てを支える取り組みの実施等、次の事項が挙げられます。 

 

【遊びによる子どもの育成】 

・ 子どもにとっては、遊びが生活の中の大きな部分を占め、遊び自体の中に子どもの発達 

を増進する重要な要素が含まれています。このことを踏まえ、子どもが遊びによって心 

身の健康を増進し、知的・社会的能力を高め、情緒をゆたかにするようサポートしてい

きます。 

また、子ども同士が同年齢や異年齢の集団を形成して、様々な活動に自発的に取り組め

るようにサポートしていきます。 

【子どもの居場所の提供】 

・ 児童センターは、子どもが安全に安心して過ごせる居場所になることが求められます。

そのため、自己効力感や自己肯定感が醸成できるような環境づくりに努めるとともに、

子どもの自発的な活動を尊重していきます。 

【子どもが意見を述べる場の提供】 

・ 児童センターでは、子どもの年齢及び発達の程度に応じて子どもの意見が尊重される

よう工夫します。その中で、子どもの自発的活動をサポートし、子どもの視点や意見が

児童センターの運営に生かせるよう努めます。 

【配慮を必要とする子どもへの対応】 

・ 障害のある子どもも安心できる居場所となるよう、障害の有無にかかわらず子ども同 

士がお互いに協力できるよう活動内容や環境について配慮します。 

また、家庭や友人関係等に悩みや課題を抱える子どもがいた場合には、良き相談場所 

となれるよう適切な対応について配慮します。 

【子育てを支える取り組みの実施】 

・ 子どもとその保護者が、自由に交流できる場を提供し、交流を促進するように工夫し 

ます。 

また、子どもの発達上の課題について、保護者が気軽に相談できるような活動を実施 

します。 

・ 児童虐待の予防に心掛け、保護者の子育てへの不安や課題には関係機関と協力して継 

続的にサポートしていくとともに、必要に応じ相談機関等につなぐ役割を果たします。 
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・ 地域の子育てを支える役割であることを自覚し、子育てに関する相談など妊娠期から 

の切れ目のないサポート体制の推進に取り組みます。 

 ・ 保護者と協力して乳幼児を対象とした活動を実施し、参加者同士で交流できる場を設 

け、子育ての交流を促進します。 

【地域住民等との連携】 

・ 子どもや子育てに関わる方との協力により、特に相談対応に当たっては、保育所、学

校、地域住民やＮＰＯ等と連携を密にしながら、子育てしやすい環境づくりに取り組

みます。 

・ 児童センターを利用する子どもが地域住民と直接交流できる機会を設けるなど、地域

全体で健全育成を進める環境づくりに努めます。 

・ 地域住民が、ボランティア等として児童センターの活動に参加できる機会を提供し、

地域社会でも自発的に活動ができるように努めます。 

・ 中・高校生世代、大学生等を対象としたボランティアの育成や職場体験、施設実習の

受入れなどに努めます。 

 

３ 施設整備の概要について 

今回計画している施設の場所や開設時期など整備概要について説明します。 

 

（１） 施設整備の場所等 

■ 整備場所・位置 

流山市おおたかの森西二丁目地先 ※ ＴＸ鉄道下用地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 整備面積 

敷地面積：約１，２００㎡ 

建築面積：  約７７７㎡ 

※ 上記のほか、施設とは別に、駐車場用地を整備出来るよう検討を進めています。 
 
 
 
 

 

概略図（敷地形状） 

３ 

線路支柱 

おおたかの森 

小学校・中学校 



 

 

      ■ 整備後のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 開設時期（予定） 

令和２年度末 

 

（３） 施設に導入する諸室・機能 

今回計画している施設の場所など整備概要について整理します。 

 

■ 導入諸室・機能 

『（２）当該施設の役割（活動内容）』を具体化するため、以下の諸室・機能を導入します。 

                            ※ 各諸室に【 】として規模の目安を入れています。 

遊びの提供・健康の増進に資する機能 

 体育室 【 小学校教室 ３教室分程度 】 

児童が主に体を動かして元気に遊びを行う場とします。 

 遊戯室 【 小学校教室 １教室分程度 】 

乳幼児と保護者が遊びとふれあいを通じて情操を育む場とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 写真はイメージです。参考としてご覧ください。 

※上記イメージは、鉄道線路下の施設事例である、埼玉県八潮市「民間学童保育所」のものです。 

参考としてご覧ください。 

４ 



 

 

      知的好奇心の向上・創作意欲の増進に資する機能 

 図書室 【 利用定員 ２５人程度(机・椅子設置) 】 

児童が読書に親しむ場、学習（宿題）が出来る場、親子での読み聞かせが行える場とし

ます。 

 工作室 【 利用定員 ２０人程度(机・椅子設置) 】 

児童の創作活動及び親子のふれあい事業等を行う場とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもや保護者の交流促進に資する機能 

 集会室 【 利用定員 ４０人程度 】 

児童における団体活動や、子育てサークル等児童の健全育成を図るための団体やボラ

ンティアが会議、集会等を行う場とします。 

 調理活動室 【 利用定員 １２人程度 】 

調理活動を通した親子の交流や料理教室を行う場とします。また、調理だけでなく作っ

た料理を食べられる飲食スペースを設けます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      子育てに関する相談や子育て家庭へのサポートに資する機能 

 子育て相談室【 利用定員 ６人程度 】 

子育てに関する相談が出来る場とします。相談業務では、ご相談に応じられる専門職等

の配置を予定します。 

 

 

 

５ 

※ 写真はイメージです。参考としてご覧ください。 

※２ 石川県能美市湯野児童館事例  ※３ 岩手県矢巾町活動交流センター事例 

※２ 

※３ 



 

 

 一時預かり（保育）室 【 利用定員 ６人程度 】 

本施設利用者に加えて、保護者の方が通院や冠婚葬祭、買物、リフレッシュなど保育が

困難な場合のための一時預かり（保育）を行う場とします。なお、月極め利用や長期の

利用については市内各保育施設等をご利用いただくこととし、当該施設では設定を行

いません。 

※ 一時預かり（保育）の料金設定については、「５．利用者の費用負担について」

においてご説明します。 

 授乳室・おむつ替えスペース 

乳児連れの利用者が落ち着いて授乳できる場を確保します。授乳室にはミルクの調乳

が出来るようお湯や流しを配置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      その他、利用者の利便に資する機能 

 駐車場・駐輪場 

当該施設の隣接地に、車５台、自転車２０台程度の駐車場及び駐輪場を設置します。 

 職員事務室・トイレ（男・女・子ども用・多目的）・利用者用ロッカー・ベビーカー置

き場等 

 

６ 



（４） 施設配置イメージ 

敷地における施設の配置イメージを下図に示します。 

 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

断面図 

線路 

線路 

地面 

平面図 

※ 敷地を横から見た場合の図になります。 

※ 敷地を上から見た場合の図になります。 

※ 図中で単位表記のない数字の単位は「ｍｍ(ミリメートル)」となります。（（例）27200ｍｍ→27ｍ20ｃｍ） 

※ 図中で単位表記のない数字の単位は「ｍｍ(ミリメートル)」となります。（（例）27200ｍｍ→27ｍ20ｃｍ） 

７ 

4000 

27200 

4500 

29200 

5000 

27200 

渡り廊下 渡り廊下 



 

（５） 施設整備の手法 

敷地所有者の首都圏新都市鉄道株式会社（以下、「ＴＸ」という。）との協議の上、鉄道事業の

安全性確保という観点からＴＸが児童センターの建物及び外構を整備し、それを市が有償で借り

受けた上で内装工事を行います。 

（６） 賃料及び賃貸借期間の設定 

ＴＸに支払う施設賃料及び賃貸借期間について、次のとおり設定します。 

①  年間賃料 

【算出方法】 （建物・外構工事費÷賃貸借期間）＋土地建物に係る租税公課 

② 賃貸借期間 

    ２０年間 

  ※ 上記①・②については、市として想定する金額及び期間を算出しています。よってＴＸとの協議によ 

り今後変更となる可能性があります。 

（７） 管理運営の検討 

 指定管理者制度や業務委託など、民間活力による管理運営を検討します。 

（８） 開館時間等の検討 

既存の児童館・児童センターの開館時間を基本とし、さらに開館時間の延長など検討します。 

参考 既存児童館・児童センター 

   開館時間 午前９時から午後５時まで（学童は午前１０時から） 

   開 館 日 日曜・国民の祝日・年末年始・第１土曜日・第３月曜日を除く日 

 

４ 施設整備の工事費概算について 

今回計画している施設の工事費の概算について説明します。 

（１） 施設整備の工事費概算 

項 目 総 額 財源内訳 

想 定 概 算 費 国費 ※ 市費 

 

施

設

工

事 

① 建物・外構工事費  ＴＸが実施します。   

② 内装工事費 １７０，９４０千円 ※１ ○ ○ 

③ 内装設計費 １２，６００千円 ※２ ○ ○ 

④ 駐車場工事費 ５，０００千円 ※３  ○ 

      ※ 財源確保として、②及び③については、国庫補助金（次世代育成支援対策施設整備交付金） 

の活用を図ります。 

         【参考概算】内装工事費・内装設計費 ➡ 国庫補助金充当 ７，１２０千円 

 

 

 

※ 現在市では、９，３２４，０００円（税抜き）と見込んでいます。 

８ 



 

 

       ※１ 類似施設(放課後児童クラブ)における内装工事実績を参考に算出しています。 

       ※２ 設計業者から徴した参考見積もりにより算出しています。 

       ※３ 当該地の近隣駐車場に係る工事実績を参考に算出しています。 

 

５ 利用者の費用負担（利用料）について 

  一時(保育)預かりの利用については、利用者が費用の一部を負担します。 

利用料の設定では、他自治体の児童センター等類似施設における事例や一時(保育)預かりを行って

いる保育施設の事例を参考に、当該施設における利用料を設定します。 

（１） 当該施設の一時預かり（保育）における利用料の設定 

< 対  象 > 生後６ヵ月から未就学児まで 

<利 用 料> 最初の１時間  １，０００円 (最初の１時間以降、３０分ごとに５００円) 

<利用時間> 施設の開館時間内での利用とします。 

※ 対象としては、保育士の配置を行うことで生後６ヵ月以降から未就学前児まで

の受け入れを可能にします。 

※ 利用料及び利用時間については、次の点を加味しています。 

① 近傍類似事例との費用比較において、高すぎない(低すぎない)設定である。 

② 料金形態が利用者にとって分かりやすい。 

③ 利用者側において目的に応じた時間の設定が容易である。 

※ 昼食・おやつを提供する場合は、利用料の他に実費分を別途徴収します。 

 

（２） 参考 近傍類似事例 

他自治体の類似施設 事例 

施設名 利用料金 対 象 

大田区児童センター ９００円／時間  

※最初の１時間以降１，０００円／時間  

生後５ヵ月～未

就学児 

千代田区児童センター ５００円／時間  

※最初の４時間以降  ８００円／時間  

生後６ヵ月～未

就学児 

松戸市ほっとルーム ５００円／時間  

※４時間以内  

生後６ヵ月～未

就学児 

柏市ファミリーサポートセン

ター(ぞうさんルーム)  

１，０００円／回  

※３時間以内  

生後６ヵ月～未

就学児 

越谷市レイクタウン保育 

ステーション 
５００円／時間  

生後４ヵ月～未

就学児 

 

 

 

 

 ９ 



 

 

市内保育施設(抜粋) 事例 

施設名 利用料金 年齢の制限 

城の星おおたかの森保育園 ０歳児 ４５０円／時間  

１歳児・２歳児 ３５０円／時間  

３歳児以上 ３００円／時間  

生後８ヵ月～未

就学児 

えどがわ森の保育園 ０・１歳児 ２，５００円／４時間まで  

２歳児以上 ２，０００円／４時間まで  

※４時間超えから料金変動あり  

生後６ヵ月～未

就学児 

名都借みらい保育園 ０歳児 １,５００円／４時間以内  

１・２歳児 １,２５０円／４時間以内  

３歳児以上  ８００円／４時間以内  

小学生  ５００円／学校終了後  

※他に１日預かり等の設定あり  

生後８週間～小

学３年生（卒園児

のみ） 

森のまち南流山保育園 ０歳児 ５００円／時間  

１・２歳児 ４００円／時間  

３歳児以上 ３５０円／時間  

生後５７日以上

～未就学児 

 

民間施設等の類似施設 事例 

施設名 利用料金 対 象 

おおたかの森ＳＣ(託児室) ３，０００円／時間  

※最初の１時間以降１，５００円／３０分 

※他に買い物額による利用料の優待等の設定あり  

１歳児～未就学

児 

Kids－space@Ｃｏｃｏｔｉ 

(託児室(南流山地先)) 

０歳児 １,０００円／時間  

１・２歳児 ９００円／時間  

３歳児以上 ８００円／時間  

※他に併設施設利用による利用料の優待等の設定あり  

生後３ヵ月～未

就学児 

 

６ 今後の留意事項について 

今後、施設整備を進めていく上での留意事項を説明します。 

・ 当該事業を進めるには、流山市市民参加条例に基づき市民の声をより取り入れて施設整備

に活かしていく必要があります。 

・ 路上駐車等での迷惑行為を生み出さない仕組みづくり等、近隣にお住まいの方々への十分

な配慮を第一に計画を進める必要があります。 

・ 国庫補助金の活用等により、財源確保に努めます。 
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・ 子育てに関する相談業務では、それを十分に行えるだけの専門知識と経験をもった人材の

登用が望まれます。そのため、指定管理者制度や業務委託等の民間活力の活用を検討して

いく中では、それが実現出来るのかを見極めながら進める必要があります。 

・ 鉄道高架下では、天井の高さ、火器の取り扱いなどに一定の制限があることから、それら

に配慮した計画とする必要があります。 

・ 建物の賃借期間設定では、継続性を持った事業展開を行うための期間設定(２０年)を目指

す必要があります。 

 

７ 参考資料 

・ 児童福祉法等抜粋 
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